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12月定例会の報告

高山市議会ぎかいだより第30号

　
平
成
29
年
12
月
定
例
会
が
12
月
1
日
か
ら
12
月
21

日
ま
で
の
21
日
間
開
催
さ
れ
、
公
契
約
に
係
る
基
本

理
念
を
定
め
、
市
及
び
事
業
者
等
の
責
務
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
公
契
約
に
関
す
る
施
策

の
推
進
を
図
る
た
め
制
定
し
よ
う
と
す
る
、
高
山
市

公
契
約
条
例
に
つ
い
て
を
は
じ
め
、
15
議
案
を
審
査

し
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
員
提
出
案
件
の
「
寡
婦
（
夫
）
控
除
に
お

け
る
適
用
基
準
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書
」
を
可

決
し
ま
し
た
。（
議
案
一
覧
表
に
つ
い
て
は
P
5
を
参

照
）

　

報
第
11
号
に
つ
い
て
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

条
例
案
件
、
事
件
案
件
、

予
算
案
件
に
つ
い
て
議
案

説
明
の
後
、
各
委
員
会
に

付
託
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
を
行
い
ま
し

た
。
（
Ｐ
６
～
）

　

13
日
の
一
般
質
問
終
了

後
に
、
議
第
１
０
３
号
か

12
月
1
日 

本
会
議

12
月
11
・
12
・
13
日

  

一
般
質
問

12
月
18
日

  

福
祉
文
教
委
員
会

12
月
15
日

  

総
務
環
境
委
員
会

平
成
29
年 

月
定
例
会
の
報
告

12ら
議
第
１
０
５
号
に
つ
い

て
追
加
上
程
が
さ
れ
、
所

管
委
員
会
に
付
託
し
ま
し

た
。

◆
議
第
91
号

高
山
市
公
契
約
条
例
に

つ
い
て

（
公
契
約
に
係
る
基
本

理
念
を
定
め
、
適
正
な

公
契
約
に
関
す
る
施
策

の
推
進
を
図
る
た
め
制

定
）

【
論
点
①
】基
本
理
念
型
の

条
例
と
し
た
経
緯
と
今
後

の
考
え
方

●
各
種
団
体
関
係
者
で
構

成
さ
れ
る
公
契
約
に
関
す

る
懇
話
会
の
意
見
か
ら
基

本
理
念
型
を
ベ
ー
ス
と
し

た
が
、
理
念
を
定
め
る
だ

け
で
は
実
行
性
に
欠
け
る

た
め
、
調
査
・
是
正
指
導

の
規
定
を
加
え
る
と
と
も

に
、
労
働
環
境
報
告
書
の

提
出
を
求
め
る
な
ど
、
よ

り
実
効
性
を
高
め
る
も
の

と
し
、
今
後
と
も
、
適
正

予
定
価
格
の
あ
り
方
等
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

【
論
点
②
】条
例
の
運
用
の

考
え
方

●
公
契
約
に
関
わ
る
全
て

の
労
働
者
の
労
働
環
境
を

守
る
た
め
の
条
例
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
一
定
条
件
以

上
の
契
約
に
つ
い
て
は
労

働
環
境
報
告
書
の
提
出
を

求
め
る
な
ど
、
労
働
者
の

環
境
の
把
握
に
努
め
る
。

議
員
間
討
論
を
行
い
、
付

帯
意
見
と
し
て
「
今
後
も

市
民
意
見
を
取
り
入
れ
な

が
ら
す
す
め
る
こ
と
」
な

ど
を
理
事
者
へ
伝
え
た
。

◆
議
第
92
号

高
山
市
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

（
地
方
税
法
等
の
改
正

に
伴
う
条
文
整
備
）

【
論
点
】地
方
税
法
等
の
改

正
に
よ
る
影
響

　

配
偶
者
控
除
で
控
除
が

受
け
ら
れ
な
い
方
が
約

１
９
０
名
、
段
階
的
に
控

除
額
が
減
少
と
な
る
方
が

約
50
名
で
影
響
額
は
約

４
０
０
万
円
の
税
収
増
。

配
偶
者
特
別
控
除
で
は
対

象
者
が
１
，
９
０
０
人
増

え
、
約
３
，
３
０
０
万
円

の
税
収
減
と
な
る
。

◆
議
第
1
0
3
号

高
山
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

◆
議
第
1
0
4
号

高
山
市
特
別
職
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

◆
議
第
1
0
5
号

　
高
山
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
及
び
高

山
市
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

職
員
の
給
与
や
手
当
、

特
別
職
及
び
議
員
の
期

末
手
当
を
改
正
す
る
も

の
）

※
一
括
議
題
と
し
て
審
査

し
ま
し
た
。

【
論
点
①
】人
事
院
勧
告
の

内
容

●
国
が
民
間
事
業
所
の
給

与
や
手
当
に
つ
い
て
官
民

の
格
差
を
調
査
し
た
結

果
、
月
額
給
与
で
６
５
１

円
、
ボ
ー
ナ
ス
で
０
．12
か

月
の
格
差
が
あ
っ
た
た
め
、

月
額
給
与
の
引
き
上
げ
と
、

勤
勉
手
当
０
．１
か
月
分
の

引
上
げ
を
行
う
こ
と
と
な

っ
た
。

【
論
点
②
】改
正
に
伴
う
給

与
や
手
当
へ
の
影
響
額

　

議
員
全
体
で
、
約
1
2

0
万
円
、
特
別
職
全
体
で
、

約
29
万
円
、
職
員
全
体
で
、

給
料
が
約
4
2
0
万
円
、

勤
勉
手
当
が
約
3
0
8
0

万
円
、
医
師
の
初
任
給
調

整
手
当
分
が
約
3
万
6
千

円
、
こ
れ
ら
に
伴
う
共
済

負
担
金
が
約
6
9
0
万
円
、

総
額
で
約
4
3
0
0
万
円

の
増
額
で
あ
る
。

●
時
間
外
手
当
単
価
に
つ

い
て
は
６
．６
％
、
平
均

１
２
７
円
程
度
の
増
額
と

な
り
、
予
算
ベ
ー
ス
で
年

間
約
７
６
０
万
円
増
額
で

あ
る
。

◆
議
第
93
号

高
山
市
児
童
セ
ン
タ
ー

管
理
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
国
府
児
童
館
を
移
転

す
る
た
め
の
改
正
）

◆
議
第
94
号

高
山
市
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

（
国
府
小
学
校
区
内
に
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
開

設
す
る
た
め
の
改
正
）

※
一
括
議
題
と
し
て
審
査

し
ま
し
た
。


